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         緊急事態宣言発令後の活動について 

 

 

 日頃より、当団体へのご理解とご尽力頂き厚く御礼申し上げます。さて、コロナウィルス感染拡

大に伴い、政府からの緊急事態宣言発令後は子供達の安全とスタッフ保護者の安全を第一に考え、

全ての練習及び活動を中止自粛とします。 

 また、自粛期間中の団費は徴収せず、各家庭での練習期間とします。活動再開時期に関しては代

表監督が判断し、団体ガイドラインを遵守したうえで再開としますのでご理解の程お願い申し上げ

ます。 
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